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平成１３年４⽉２４⽇
海洋科学技術センター

標記に掲載されました海洋科学技術センターの職員給与と定員についての当センター
の⾒解は以下のとおりです。

・職員給与は「職員給与規程」に従って適切に⽀払われております。
・給与⽀給額が認可された給与予算と過不⾜が⽣じた場合には、主務⼤⾂の承認を経
て適切に処理されており、問題となるような事実はありません。

・職員数につきましては、年間を通 じて増減があります。年度末時における定員数と
実員数の⽐較だけでは論ずることはできません。増減が⽣じる主たる要因としては予
期できない退職やプロジェクトの進展に応じた雇⽤などのためであります。
・当センターにおいては職員の⾼齢化などに伴う給与予算の圧迫等が要因となってい
ることは実際にありますが、中途退職希望者を募ることや中途採⽤などにより定員と
実員の差の解消に努めています。

○ いずれにいたしましても当センターにおいては、認められた予算額及び認められ

た定員内で業務を遂⾏しており、職員給与の という事実はありません。


